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（証券コード6228）
2025年３月11日

（電子提供措置の開始日 2025年３月４日）
株 主 各 位

岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
株式会社ジェイ・イー・ティ
代表取締役CEO 房 野 正 幸

第16回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ

うご通知申しあげます。

本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提
供措置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのう
え、「IR情報」を選択してご確認くださいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト https://www.globaljet.jp/

電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっており
ます。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、ご確認いただ
けます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ジェイ・イー・ティ」又は

「コード」に「6228」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦
覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年３月25日
（火曜日）午後５時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

1. 日 時 2025年３月26日（水曜日）午後１時
（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）

2. 場 所 岡山県岡山市北区駅元町15番1号
ANAクラウンプラザホテル岡山 １階 曲水

3. 目的事項
報告事項 １．第16期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第16期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類報
告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項
（1）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行

使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
（2）議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を

されたものとしてお取り扱いいたします。
（3）インターネットと議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合は、到着日

時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたし
ます。

（4）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人
として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必
要となりますのでご了承ください。

（5）議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行
使を行う旨とその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに

掲載させていただきます。
そ の 他、 株 主 様 へ の ご 案 内 事 項 に つ き ま し て は、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.globaljet.jp/）に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださ
いますようお願い申しあげます。
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2.

3.

QRコードを読み取る方法

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票（右
側）に記載のQRコード
を読み取ってください。

１ 以降は画面の案内に従
って議案に対する賛否
をご入力ください。

２

インターネットによる議決権行使の場合

当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）をご利用いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
行使期限 2025年３月25日（火曜日）午後５時45分まで

システムなどに関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027 （受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。

郵送により議決権を行使する場合
行使期限 2025年３月25日（火曜日）午後５時45分到着分まで

ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使サイトにア
クセスしてください。１
議決権行使書用紙に記
載された「ログイン
ID」及び「仮パスワ
ード」を入力。

２

以降は画面の案内に
従って議案に対する賛
否をご入力ください。

３

議決権行使についてのご案内

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

当日ご出席の場合
株主総会開催日時 2025年３月26日（水曜日）午後１時（正午より受付開始）

｢ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」をクリック

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から
電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

機関投資家の皆様へ
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事業報告 2024年１月１日から2024年12月31日まで
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1 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦は米国大統領選挙にも影響を及ぼしつ
つ関係各国を巻き込み、新たな動きを模索し、ウクライナ紛争の長期化や、イスラエルでの
紛争が他地域へ飛び火するなど国際情勢が不安定化し、地政学リスクは予断を許さない状況
であります。また、中国における不動産市場の停滞に伴う景気下振れ懸念など、依然先行き
不透明な状況が継続しております。
その中で、当社グループが属しております半導体業界におきましては、エレクトロニクス

製品及びＥＶを含む世界的な消費停滞が継続しており、中国市場においては、ここ数年間の
成熟世代半導体向け新規設備投資増強の影響もあり、ファウンドリにて設備稼働率が停滞し
ております。また、メモリーにおいても、ＤＲＡＭ及びＮＡＮＤフラッシュの価格が下落に
転じ、投資減速の傾向が見受けられました。
このような経営環境の中、当社グループにおきましては、韓国メモリーメーカー及び中国

ファウンドリ向け洗浄装置の立ち上げ案件が第１四半期において少なく、第２四半期では回
復、第３四半期では中国ファウンドリ向けは順調であったものの韓国メモリーメーカーの投
資が小休止となり、第４四半期においては、予定されていた韓国メモリーメーカー及び中国
ファンドリ向け洗浄装置の立ち上げが来期に延期となり、当連結会計年度の業績としては厳
しい結果となりました。
以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高は、17,880百万円（前期比

28.4％減少）、営業利益は789百万円（前期比69.8％減少）、経常利益は662百万円（前期
比72.9％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益は318百万円（前期比80.7％減少）とな
りました。

売上高 178億80百万円
前期比28.4％ 減少

経常利益
6億62百万円

前期比72.9％ 減少

営業利益
7億89百万円

前期比69.8％ 減少
当期純利益

3億18百万円
前期比80.7％ 減少
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度に取得した有形固定資産は256百万円となりました。主な設備投資につき

ましては、以下のとおりです。
・工場用地取得手付金

（3）資金調達の状況
①当社は、機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引銀行３行とシンジケート方式の
コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借
入未実行残高は以下のとおりであります。

当連結会計年度
2024年12月31日

コミットメントラインの契約総額 3,000百万円
借入実行残高 −百万円
差引額 3,000百万円

②当社は、運転資金の効率的な調達を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契
約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のと
おりであります。

当連結会計年度
2024年12月31日

コミットメントラインの契約総額 4,500百万円
借入実行残高 −百万円
差引額 4,500百万円

③当社は、機動的かつ安定的な資金調達を目的として、取引銀行６行と当座貸越契約を締結
しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであ
ります。

当連結会計年度
2024年12月31日

当座貸越の契約総額 5,300百万円
借入実行残高 2,750百万円
差引額 2,550百万円
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（4）対処すべき課題
今後の経済環境は、欧米の利上げやインフレは落ち着きつつあるものの、原材料やエネル

ギー価格の高騰、中国の景気減速などが継続しており、ウクライナ紛争及びイスラエル紛争
など地政学リスクは予断を許さない状況の中、米国新大統領の就任も加わり、引き続き先行
きは不透明な状況が続くと予想しております。
当社グループを取り巻く事業環境では、エレクトロニクス製品及びＥＶを含む世界的な消

費減速の影響により、ファウンドリの稼働率は停滞しており、メモリーにおいても、一時的
に上昇していたＤＲＡＭ価格は下落に転じ、ＮＡＮＤフラッシュにおいてもより厳しい状況
にあります。
このような経営環境の中、当社グループにおきましては、価格の下落など厳しい市況にあ

るメモリー向けでは、ＤＲＡＭの高容量化、ＮＡＮＤフラッシュの３Ｄ構造のさらなる高層
化等に対応し、直近の市況に左右されず投資計画を実行する韓国メーカーに対し、新たな洗
浄装置の提案などの対応を強化してまいります。また、一昨年に設立した米国子会社（JET
AMERICA INC.）では、米国市場の新規顧客開拓にて成果をあげつつあり、これらを確実
に実績に繋げてまいります。日本市場においては、最先端プロセスへの対応にて実績を積み
上げており、センサー及び車載半導体向け等、さらなる顧客の開拓に取り組み、中国市場に
おいては、新規及び既存の設備投資を継続する半導体メーカーに対し、新規装置の投入など
の対応を強化してまいります。
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17,880

662

24.31318

第13期 第14期 第15期 第16期
（当連結会計年度）

第13期 第14期 第15期 第16期
（当連結会計年度）

第13期 第14期 第15期 第16期
（当連結会計年度）

第13期 第14期 第15期 第16期
（当連結会計年度）

□ １株当たり当期純利益（円）

□ 経常利益（百万円）

□ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

□ 売上高（百万円）

19,102

1,167 102.86

1,703

23,114
1,896

1,197 105.87

24,984

1,651

2,444

139.83
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（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 2021年12月31日
第13期

2022年12月31日
第14期

2023年12月31日
第15期

2024年12月31日
第16期

（当連結会計年度）
売 上 高（百万円） 19,102 23,114 24,984 17,880
経 常 利 益（百万円） 1,703 1,896 2,444 662
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,167 1,197 1,651 318
１株当たり当期純利益 （円） 102.86 105.87 139.83 24.31
総 資 産（百万円） 19,763 28,290 28,774 25,491
純 資 産（百万円） 7,308 8,340 12,411 12,469
１株当たり純資産額 （円） 646.23 737.44 946.73 949.95

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数によっております。
２．当社は、2023年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割、2024年４月１日付で普通株式１

株につき３株の株式分割を行っております。第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株
当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

当社の親会社はZEUS Co., Ltd.であり、当社株式8,700,000株（議決権比率66.3％）
を保有しております。
当社は、親会社又は子会社等の関連当事者との取引を行うにあたっては、社外取締役及

び社外監査役で構成する特別委員会で審議し、独立第三者との取引と同等であり少数株主
の利益を損なうものではないことを確認しております。このことから、当社取締役会は、
これらの取引が当社グループの利益を害するものではないと判断しております。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

Oribright Shanghai Co., Ltd. （USD）
250,000 100.0

％ 半導体製造装置の販売及びア
フターメンテナンス業務等

J.E.T. Semi-Con.
International Taiwan, Inc.

（NTD）
15,000,000 100.0 半導体製造装置の販売及びア

フターメンテナンス業務等

J.E.T. Korea Co., Ltd. （KRW）
1,000,000,000 100.0 半導体製造装置の製造・販売

JET AMERICA INC. （USD）
2,000,000 100.0 半導体製造装置の販売

株式会社ジェイ・イー・ティ・アグリ （円）
49,500,000 100.0 農産物の生産・販売

（7）主要な事業内容
事 業 主 要 製 品

半導体製造装置の開発、製造及び販売 半導体洗浄装置

フィールドサービス 国内及び海外の顧客向けの装置メンテナンス、改造工事などの
役務

アグリ事業 ミニトマト
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（8）主要な営業所及び工場
名 称 所 在 地

本社工場 岡山県浅口郡

東京事務所 東京都羽村市

大阪事務所 大阪市淀川区

九州出張所 大分県大分市

笠岡ファーム 岡山県笠岡市

（9）従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減

293名 4名増

（注）上記従業員数には、臨時従業員（パートタイマー、嘱託、顧問及び派遣社員）は含んでおりません。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株式会社広島銀行 2,300 百万円

株式会社三井住友銀行 1,250

株式会社山陰合同銀行 1,100

株式会社商工組合中央金庫 970

株式会社伊予銀行 731

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 583

株式会社みずほ銀行 500

株式会社トマト銀行 100
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2 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 46,680,000株
（2）発行済株式の総数 13,126,652株（自己株式343,348株を除く。）
（3）株主数 7,474名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
KOREA SECURITIES DEPOSITORY-
SAMSUNG 8,700,100 株 66.28 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 180,200 1.37

楽天証券株式会社 108,900 0.83

MSCO CUSTOMER SECURITIES 80,700 0.61

株式会社ＳＢＩ証券 79,377 0.60
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM
GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 71,300 0.54

野村信託銀行株式会社（投信口） 67,500 0.51

房野 正幸 54,000 0.41

高橋 聡貴 50,000 0.38
UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 43,000 0.33

（注）１．当社は、自己株式343,348株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比
率は自己株式を控除して計算しております。

２．当社は、2024年５月16日開催の定時取締役会の決議に基づき、従業員向け譲渡制限付株式報酬制度
を導入し、自己株式の処分を決議しております。その決議に基づき、同年９月２日付で従業員169名
に対し自己株式16,900株の処分を行っております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

（6）その他株式に関する重要な事項
当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており
ます。これにより発行済株式の総数は、8,980,000株増加しております。
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3 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2024年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 房 野 正 幸

専務取締役 平 井 洋 行 製造部門担当

常務取締役 増 田 隆 営業部門担当

取締役 問 田 宗 寿 管理部門担当

取締役 田 渕 裕 久

取締役 小 野 保

取締役 奥 田 哲 也 奥田法律事務所 所長
株式会社トマト銀行 監査役

常勤監査役 今 井 志 郎

監査役 寺 尾 耕 治 寺尾公認会計士事務所 所長
大黒天物産株式会社 監査役

監査役 山 本 実 治

（注）１．取締役田渕裕久氏、小野保氏及び奥田哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治氏及び山本実治氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役田渕裕久氏、取締役小野保氏、取締役奥田哲也氏、監査役寺尾耕治氏及び監査役山本

実治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役寺尾耕治氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び社外監査役は、会社法第427条

第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が
規定する額のいずれか高い額とする旨定款に定めております。
なお、当社責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務

の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の３第１項に規定する内容の保険契

約）を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合におい
て、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填
補することとしております。当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員、
及び子会社の取締役、監査役であります。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており
ます。

（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定する権限
を有しており、2021年２月19日の取締役会において決議しております。
当社の取締役の基本報酬の報酬限度額は、2020年９月30日開催の臨時株主総会決議に

より年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と定められてお
ります。また取締役の報酬等は、月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成されております。
月額報酬、賞与における権限の内容及び裁量の範囲は、上記株主総会で決議された範囲内
であります。月額報酬については、取締役会にて職位別に定められた基本額に所定の業績
評価を加算した額を毎月支払っております。賞与については、取締役会にてその支給総額
を決定し、各取締役への個別支給額の決定方針については、任意の諮問機関である指名報
酬委員会（委員長：田渕裕久氏）の答申を得て決定しております。
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当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定は、指名報酬委員会の答申に基づ
き、取締役会が代表取締役社長房野正幸に委任することとし、代表取締役社長房野正幸
が、上記方針に基づき個々の取締役の報酬を決定しております。なお、当該方針に沿って
取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に
沿うものであり、相当であると判断しております。
退職慰労金については、株主総会で「役員退職慰労金支給規程（2017年12月取締役会

［2017年12月15日開催］決議）」に定める一定の基準に従い支給することの決議を受け
たうえで、金額、時期、方法等については取締役会の決議により決定しております。

② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長房野正幸に委任し

た理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況、各取締役への委嘱業
務の内容及びその成果等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を
決定できる立場であると判断したためであります。

③ 当事業年度に係る役員報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 賞 与 退職慰労金

取締役
（うち社外取締役）

122
（ 15 ）

99
（ 12 ）

16
（ 1 ）

6
（ 0 ）

７
（ ３ ）

監査役
（うち社外監査役）

17
（ 7 ）

14
（ 6 ）

2
（ 0 ）

1
（ 0 ）

３
（ ２ ）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．賞与には、当事業年度において役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。
３．退職慰労金は、当事業年度において役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
４．取締役の報酬限度額は、2020年９月30日開催の臨時株主総会において、年額200百万円以内と決議

いただいております。又、当該総会終結時の取締役の員数は７名であります。
５．監査役の報酬限度額は、2017年３月17日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議い

ただいております。又、当該総会終結時の監査役の員数は３名であります。
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（5）社外役員に関する事項
① 取締役 田渕 裕久
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職
務の概要
当事業年度に開催した取締役会には、14回（定時12回、臨時2回）のうち14回す

べてに出席し、長年にわたる銀行員としてまた企業経営者としての豊富な経験に基づ
く知見から、必要な発言を適宜行っております。

② 取締役 小野 保
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職
務の概要
当事業年度に開催した取締役会には、14回（定時12回、臨時2回）のうち14回す

べてに出席し、長年にわたる上場企業の経営者としての豊富な経験に基づく知見か
ら、必要な発言を適宜行っております。

③ 取締役 奥田 哲也
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
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ウ．当事業年度における主な活動状況
取締役会への出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職
務の概要
当事業年度に開催した取締役会には、14回（定時12回、臨時2回）のうち14回す

べてに出席し、上場企業の監査役としてまた、弁護士としての豊富な知見から、必要
な発言を適宜行っております。

④ 監査役 寺尾 耕治
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催した取締役会には、14回（定時12回、臨時2回）のうち14回す
べてに出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。ま
た、当事業年度に開催した監査役会には13回のうち13回すべてに出席し、公認会計
士としての専門的見地から、必要な発言を適宜行っております。

⑤ 監査役 山本 実治
ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催した取締役会には、14回（定時12回、臨時2回）のうち14回す
べてに出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。ま
た、当事業年度に開催した監査役会には13回のうち13回すべてに出席し、製造業に
おける実務及びシステムに関する豊富な経験から、必要な発言を適宜行っておりま
す。
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5 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

ＡＣアーネスト監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区 分 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じ
て、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務の遂行状況や報酬見積の根拠等を検
討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はございません。

（4）子会社の監査に関する事項
当社の子会社であるOribright Shanghai Co., Ltd. （欧利白科技（上海）有限公司）及

びJ.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.（協裕國際科技股份有限公司）は、当社
の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。

（5）責任限定契約の内容の概要
当社と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とす
る旨定款に定めております。
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（6）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当し、

かつ改善の見込みがなく解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監
査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査品質、独立性等について総合的に勘

案し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場
合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関
する議案の内容を決定いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制
【内部統制システムに関する基本方針】

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社並びに子会社からなる企業集団の業務の
適正を確保する体制の整備に関する基本方針を次のとおり定めております。
当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を評価し、必要な改善措

置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して見直しを行い、実効
性のある内部統制システムの整備・運用に努めます。

（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 企業倫理・法令遵守を推進するため、取締役会直属の組織として社長を委員長とする

「コンプライアンス委員会」を設けるほか、必要な社内の体制を整備する。
② 取締役および使用人が遵守すべき具体的行動基準として「コンプライアンス基本方針」

や「クレド」を制定するほか、必要なガイドライン等を整備する。特に反社会的勢力と
の関係遮断については、全社一体の毅然とした対応を徹底する。

③ 社内及び社外の第三者機関を通報窓口とした内部通報体制を構築し、組織的または個人
的な法令や定款に違反する行為、またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。

④ 法令遵守の最重要事項のひとつである安全保障貿易管理について、「安全保障輸出管理
規程」を制定し、「安全保障輸出管理委員会」を設置する。

⑤ 社長直轄の内部監査部門を設置し、子会社を含めた当社グループにおける法令、定款及
び社内規程の遵守状況の監査を行い、問題点の把握、指摘及び改善活動を推進する。

（2）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「取締役会規程」及び「職務権限規程」を制定し、意思決定事項のうち、取締役会に留

保される事項および社長や担当役員等に委任される事項を規定する。
② 取締役会または社長が決定する重要事項について、協議機関として「常務会」を設置

し、方針の審議、ないし実行の審議を行う。
③ 「指名報酬委員会規程」を制定し、取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した３

名以上の取締役からなる委員で構成し、その過半数を社外取締役とする「指名報酬委員
会」を設置して、取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等の決定に係る公平性、透
明性及び客観性を高める。
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（3）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 経営に関する重要文書や重要情報、秘密情報、個人情報について、規程を整備し、適切

に保存・管理する。

（4）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、当社グループとして一貫した方針の下に、

効率的かつ総合的に実施する。
② 企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減および危機発生の未然防止に

努めるため、取締役会直属の組織として社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設
けて全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応で
きるよう、規程を整備する。

（5）子会社における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役（董事・総経理）等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体

制を整備するため、重要な経営情報の当社への定期的な報告に関する規程を定めるほ
か、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を定期的に開催す
る。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、
それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活
動状況について定期的な報告を受ける。

③ 子会社の取締役（董事・総経理）等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を規程に
より定める。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一
元的な把握を図るとともに、子会社が必要とする支援・指導を行う。

④ 子会社の取締役（董事・総経理）等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合
することを確保するための体制を整備するため、「コンプライアンス基本方針」を、当
社グループ共通の行動基準として、子会社に周知する。同時に、子会社に対し、それぞ
れの所在国における法令やビジネス慣習、事業形態等を勘案した行動規範やガイドライ
ン等の制定を求める。また、子会社の取締役（董事・総経理）等および使用人による内
部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備することを指導する。

2025年02月21日 12時14分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



― 22 ―

（6）財務報告の信頼性および適正性を確保するための体制
① 当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の適用法令

に基づき、評価、維持、改善等を行う。
② 当社の各部門及び子会社は、その業務の遂行にあたり、業務分掌により牽制、モニタリ

ング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

（7）監査役への報告に関する体制およびその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

① 当社グループの取締役等、使用人および子会社の監査役（監事）は、監査役からの要請
に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。

② 内部通報制度の担当部署は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査役
に報告する。

③ 監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない旨を規程に
定め、子会社に対し、同様の規程を制定するよう指導する。

（8）監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役の求めがある場合、職務を補助すべき専任の使用人を置く。当該使用人は、もっ
ぱら監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については監査役と事前に協議を行
う。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、重要な意思決定の過程および業務執行の状況を把握するために、取締役会及

びその他必要と認める重要な会議に出席する。
② 監査役は、取締役や経営陣との面談、事業場や子会社への往査を定期的に実施する。
③ 監査役は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、また意見交換を行

う。
④ 監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
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7 業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要
（1）当社のリスク管理体制

当社では、「リスク管理規程」に基づき、リスクマネジメントを効果的・総合的に行うた
めに、リスク管理委員会を定期的に開催し、適切な対応を行っております。

（2）当期における主な会議の開催状況
① 取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の

適正性及び効率性を高めるための社外取締役、社外監査役の出席状況は16頁の「4．会
社役員に関する事項（5）社外役員に関する事項」に記載のとおりです。

② 監査役会は13回開催され、監査役の職務遂行が実効的に行われるために、監査役会の
他にも、会計監査人及び内部監査部門との相互連携を定期的に行っております。

（3）内部監査の実施
当社における当社グループの内部監査の取り組みは、内部監査年間計画に基づき、当社及

び子会社の内部監査を実施し、適宜指導を行っております。

（4）従業員教育の実施状況
当社及び当社グループは、従業員による法令順守を徹底するため「コンプライアンス基本

方針」及び「コンプライアンス規程」に基づくコンプライアンス研修を、定期的かつ継続的
に行っております。

8 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、現段階では当該「基本方針」及び「買収防衛策」を特に定めてはおりません。
当社は、業績のさらなる改善を図ることにより、企業価値のより一層の向上を目指しており、

今後、積極的なIR活動を通じて当社の経営方針や業績等を利害関係者に対して適切かつタイムリ
ーに伝えてまいります。
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9 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置付けておりますが、事業

環境の変化に対応できる財務の健全性維持や成長投資に必要な内部留保の充実などを総合的に勘
案し、安定的かつ継続的な配当を実施していくこととし、連結配当性向20％以上の配当金を支
払うことを基本方針としております。
本方針に基づき2024年12月期の期末配当金につきましては、１株当たり６円とすることとい

たしました。なお、当社は会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配
当を行うことができる旨を定款に定めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2024年12月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 23,824 流動負債 8,575
現金及び預金 2,173 支払手形及び買掛金 722
受取手形、売掛金及び契約資産 714 短期借入金 2,750
商品及び製品 5,044 １年内返済予定の長期借入金 440
仕掛品 5,321 未払法人税等 15
原材料及び貯蔵品 10,104 リース債務 10
その他 465 前受金 3,559

固定資産 1,667 賞与引当金 30
有形固定資産 831 製品保証引当金 330
建物及び構築物 303 受注損失引当金 183
機械装置及び運搬具 38 その他 533
土地 304 固定負債 4,446
建設仮勘定 108 長期借入金 4,344
その他 77 リース債務 19

無形固定資産 101 役員退職慰労引当金 75
その他 101 資産除去債務 8

投資その他の資産 734 負債合計 13,021
繰延税金資産 623 （純資産の部）
その他 110 株主資本 11,908

資本金 1,848
資本剰余金 1,879
利益剰余金 8,343
自己株式 △162

その他の包括利益累計額 560
為替換算調整勘定 560

純資産合計 12,469
資産合計 25,491 負債及び純資産合計 25,491

2025年02月21日 12時14分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



― 26 ―

連結損益計算書（2024年１月１日から2024年12月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 17,880

売上原価 14,168

売上総利益 3,711

販売費及び一般管理費 2,922

営業利益 789

営業外収益

受取利息 17

補助金収入 8

還付消費税等 1

保険解約返戻金 15

その他 1 44

営業外費用

支払利息 65

為替差損 63

支払手数料 40

その他 2 171

経常利益 662

特別損失

固定資産除却損 92 92

税金等調整前当期純利益 570

法人税、住民税及び事業税 281

法人税等調整額 △29 251

当期純利益 318

親会社株主に帰属する当期純利益 318
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連結株主資本等変動計算書（2024年１月１日から2024年12月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2024年１月１日残高 1,848 1,836 8,470 △170 11,984

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 − − △445 − △445

親会社株主に帰属する
当期純利益 − − 318 − 318

自己株式の取得 − − − △0 △0

自己株式の処分 − 43 − 8 51

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） − − − − −

連結会計年度中の変動額合計 − 43 △126 7 △75

2024年12月31日残高 1,848 1,879 8,343 △162 11,908

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利益
累計額合計

2024年１月１日残高 426 426 0 12,411

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 − − − △445

親会社株主に帰属する
当期純利益 − − − 318

自己株式の取得 − − − △0

自己株式の処分 − − − 51

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 133 133 △0 133

連結会計年度中の変動額合計 133 133 △0 58

2024年12月31日残高 560 560 − 12,469
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ５社
主要な連結子会社の名称
Oribright Shanghai Co., Ltd. （欧利白科技（上海）有限公司）
J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.（協裕國際科技股份有限公司）
J.E.T. Korea Co., Ltd.
JET AMERICA INC.
株式会社ジェイ・イー・ティ・アグリ

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産
ａ商品及び製品、仕掛品
主として個別法による原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

ｂ原材料及び貯蔵品
主として移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
当社は定率法、在外子会社は定額法
ただし、当社は、建物（建物附属設備を除く）、機械装置並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ８年〜38年
機械装置及び運搬具 ４年〜12年

②無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

（3）重要な引当金の計上基準
①賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、翌期支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計
上しております。

②製品保証引当金
製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、保証期間内の発生見込額を計上しております。

③受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積ることが可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。
④役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における期末要
支給額を計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
①当社グループは、半導体製造装置の開発・製造・販売、並びに、納入済み装置に対する保守用部品、サ
ービス及び装置改造の提供を主な事業の内容としております。これら装置の販売における、装置の引渡
し及び立上に関連する役務の提供、保守用部品の販売、改造・保守サービス等の提供を主な履行義務と
して識別しております。

②履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
半導体製造装置の販売における、装置の引渡し及び立上に関連する役務の提供については、主とし

て、装置の立上に関連する役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。
保守用部品の販売については、主として、顧客に保守用部品が引き渡された時点で収益を認識してお

ります。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、保守用

部品の国内の販売において出荷時から当該保守用部品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
改造については、主として、改造作業が完了した時点で収益を認識しております。
保守サービスについては、主として、顧客との契約期間にわたって収益を認識しております。

（5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上してお
ります。
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会計上の見積りに関する注記
１．棚卸資産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

20,470百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産は、原則として、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、連結会計年度末における正味売

却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としてお
ります。
また、一定の保有期間を超える棚卸資産については、用途による分類を行ったうえで、販売可能性又は

使用可能性を考慮し、保有期間に応じて規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。
処分見込の棚卸資産については、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げております。
これらは、将来の需要予測及び市場状況に基づいて決定しておりますが、当社グループが参画している

半導体業界は、短期的に需給バランスが崩れ市場規模が大きく変動することがあり、半導体市場の予期せ
ぬ急激な縮小が生じた場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において、棚卸資産の帳簿価額の切り下
げが追加で必要となる可能性があります。

２．製品保証引当金
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

330百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
製品の保証期間中のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき将来

の支出見込額を計上しております。
当社グループの製品は、多くの技術が統合された製品であり、予期せぬ不具合が発生した場合は、翌連

結会計年度の連結計算書類において、追加のアフターサービス費用の計上が必要になる可能性がありま
す。
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連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務

該当事項はありません。

２．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は、次のとおりであります。
有形固定資産減価償却累計額 1,023百万円

３．役員退職慰労引当金には、執行役員退職慰労引当金２百万円を含んでおります。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 13,470,000株

２．当連結会計年度末の自己株式の種類及び総数
普通株式 343,348株

３．剰余金の配当に関する事項
①当連結会計年度における配当実績に関する事項
・配当金総額 445百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 102円00銭
・基準日 2023年12月31日
・効力発生日 2024年３月28日
（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、１

株当たり配当額については、基準日が2023年12月31日であるため、株式分割前の金額を記載して
おります。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となる事項
・配当金総額 78百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 6円00銭
・基準日 2024年12月31日
・効力発生日 2025年３月27日
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については主に短期的な預金で運用し、資金調達については主に銀行等金融機関からの
借入によっております。営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクとその一部が為替リスクに晒されて
おり、稟議制度に従うとともに、営業担当部門及び管理部門が定期的にモニタリングを行うことで管理して
おります。営業債務である買掛金は、短期に支払期日が到来するものであり、借入金は、流動性リスクに晒
されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、短期借入金及び未払法
人税等については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）長期借入金（1年内返済予定の
長期借入金を含む） 4,784 4,780 △4

（2）リース債務（1年内返済予定の
リース債務を含む） 29 29 0

負債計 4,814 4,810 △3
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金（1年内返済予定の長期借
入金を含む） − 4,780 − 4,780

リース債務（1年内返済予定のリース
債務を含む） − 29 − 29

負債計 − 4,810 − 4,810
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額を当該借入又はリース債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益について、顧客の所在地を基礎とした国又は地域に分解した情報
（単位：百万円）

報告セグメント その他
（注） 合計

半導体事業
日本 282 42 325
韓国 6,075 − 6,075
中国 10,758 − 10,758
台湾 559 − 559
その他 161 − 161
外部顧客への売上高 17,837 42 17,880
（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、農業事業を含んでおります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注

記等「４．会計方針に関する事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等 （単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,031
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 639
契約資産（期首残高） 60
契約資産（期末残高） 75
契約負債（期首残高） 6,385
契約負債（期末残高） 3,578
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契約資産は、主に製品の販売において、立上完了時に認識した収益に関して支払条件の充足を必要とす
る対価に対する権利であります。契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で
顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転するより前に、支払条件に基づき顧客から受

け取った前受金及び前受収益に関するものであり、履行義務の充足による収益の認識に伴い取り崩されま
す。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,150百

万円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を

適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中
に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 949円95銭
１株当たり当期純利益 24円31銭

（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。当連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

2025年02月21日 12時14分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



計算書類

― 38 ―

貸借対照表（2024年12月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
(資産の部) (負債の部)

流動資産 22,314 流動負債 8,614
現金及び預金 1,085 買掛金 961
売掛金及び契約資産 469 短期借入金 2,750
製品 5,059 1年内返済予定の長期借入金 440
仕掛品 5,323 前受金 3,593
原材料及び貯蔵品 9,945 賞与引当金 30
その他 430 製品保証引当金 159

固定資産 2,179 受注損失引当金 183
有形固定資産 951 その他 496
建物 322 固定負債 4,431
機械及び装置 47 長期借入金 4,344
土地 304 役員退職慰労引当金 75
建設仮勘定 108 資産除去債務 8
その他 167 その他 4

無形固定資産 90 負債合計 13,046
その他 90 (純資産の部)

投資その他の資産 1,137 株主資本 11,446
関係会社株式 293 資本金 1,848
関係会社出資金 41 資本剰余金 1,877
繰延税金資産 595 資本準備金 1,834
長期貸付金 415 その他資本剰余金 43
貸倒引当金 △243 利益剰余金 7,883
その他 35 その他利益剰余金 7,883

繰越利益剰余金 7,883
自己株式 △162

純資産合計 11,446
資産合計 24,493 負債・純資産合計 24,493
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損益計算書（2024年１月１日から2024年12月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 17,253
売上原価 13,591

売上総利益 3,661
販売費及び一般管理費 2,765

営業利益 896
営業外収益

受取利息 13
受取配当金 434
受取賃貸料 30
保険解約返戻金 15
その他 1 494

営業外費用
支払利息 65
為替差損 10
支払手数料 40
賃貸費用 33
貸倒引当金繰入額 172
その他 0 323
経常利益 1,068

特別損失
固定資産除却損 92
関係会社株式評価損 95 187

税引前当期純利益 880
法人税、住民税及び事業税 220
法人税等調整額 14 234

当期純利益 646
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株主資本等変動計算書（2024年１月１日から2024年12月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2024年１月１日残高 1,848 1,834 ー 1,834

事業年度中の変動額

剰余金の配当 − − ー −

当期純利益 − − ー −

自己株式の取得 − − ー −

自己株式の処分 − ー 43 43
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − ー −

事業年度中の変動額合計 − ー 43 43

2024年12月31日残高 1,848 1,834 43 1,877

（単位：百万円）
株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2024年１月１日残高 7,682 7,682 △170 11,195 11,195

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △445 △445 − △445 △445

当期純利益 646 646 − 646 646

自己株式の取得 − − △0 △0 △0

自己株式の処分 − − 8 51 51
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − − − −

事業年度中の変動額合計 200 200 7 251 251

2024年12月31日残高 7,883 7,883 △162 11,446 11,446
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個別注記表
重要な会計方針
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準評価方法

関係会社株式 ……移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品 …………主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品 …………主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 …定率法
ただし、建物（建物附属設備を除く）、機械及び装置並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８〜38年
機械及び装置 ４〜12年

無形固定資産 …定額法

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 …………………債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

（2）賞与引当金 …………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を期間に基づいて
計上しております。

（3）製品保証引当金 …………………製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、保証期間内
の発生見込額を計上しております。

（4）受注損失引当金 …………………受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将
来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることが可
能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。

（5）役員退職慰労引当金 …………………役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。
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４．収益及び費用の計上基準
（1）当社は、半導体製造装置の開発・製造・販売、並びに、納入済み装置に対する保守用部品及び装置改造

の提供を主な事業の内容としております。これら装置の販売における、装置の引渡し及び立上に関連す
る役務の提供、保守用部品の販売、改造等の提供を主な履行義務として識別しております。

（2）履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
半導体製造装置の販売における、装置の引渡し及び立上に関連する役務の提供については、主として、

装置の立上に関連する役務の提供が完了した時点で収益を認識しております。
保守用部品の販売については、主として、顧客に保守用部品が引き渡された時点で収益を認識しており

ます。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱いを適用し、保守用部

品の国内の販売において出荷時から当該保守用部品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
改造については、主として、改造作業が完了した時点で収益を認識しております。

会計上の見積りに関する注記
１．棚卸資産の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

20,328百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 会計上の見積りに関する注記 １．棚卸資産の評価 （2）識別した項目に係る重要な会
計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。

２．製品保証引当金
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

159百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 会計上の見積りに関する注記 ２．製品保証引当金 （2）識別した項目に係る重要な会
計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。
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貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務

該当事項はありません。

２．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は、次のとおりであります。
有形固定資産減価償却累計額 1,101百万円

３．関係会社に対する金銭債権債務は、次のとおりであります。
短期金銭債権 139百万円
長期金銭債権 415百万円
短期金銭債務 428百万円

４．役員退職慰労引当金には執行役員退職慰労金２百万円を含んでおります。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 2,084百万円
売上原価 2,202百万円
販売費及び一般管理費 649百万円

営業取引以外の取引高 43百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の自己株式の種類及び総数

普通株式 343,348株
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税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
棚卸資産 233百万円
減価償却超過額 104百万円
メンテナンス業務費 98百万円
未払費用 12百万円
未払事業税 4百万円
賞与引当金 9百万円
製品保証引当金 48百万円
受注損失引当金 55百万円
役員退職慰労引当金 22百万円
関係会社株式評価損 59百万円
貸倒引当金 74百万円
その他 16百万円

繰延税金資産 小計 739百万円
評価性引当額 △141百万円
繰延税金資産 合計 597百万円
繰延税金負債
その他 △1百万円

繰延税金負債 合計 △1百万円
繰延税金資産 純額 595百万円
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関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社 ZEUS Co.,
Ltd.

被所有
直接66.3％ 営業取引 製品の販売 1,885 売掛金

前受金
74

285

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）親会社との取引条件については、独立第三者間との取引条件等を勘案して決定しております。

２．子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 J.E.T. Korea
Co., Ltd.

所有
直接100％

営業取引
資金の援助
役員の兼任

材料仕入等
（注１）
貸付金の受
取利息
（注２）

371

11

買掛金

長期貸付金

28

215

子会社
株式会社ジェ
イ・イー・テ
ィ・アグリ

所有
直接100％

資金の援助
役員の兼任

貸付金の受
取利息
（注３）

1 長期貸付金 200

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．親会社及び子会社との取引条件については、独立第三者間との取引条件等を勘案して決定しておりま

す。
２．市場金利を勘案して利率を決定しており、返済期限は2025年６月30日（貸借対照表の表示は同社の

財務状況を勘案して長期貸付金に表示）であり、担保は受け入れておりません。
３．市場金利を勘案して利率を決定しており、返済期限は2025年２月28日、2025年５月31日、2025

年10月29日、及び2025年11月30日（貸借対照表の表示は同社の財務状況を勘案して長期貸付金に
表示）であり、担保は受け入れておりません。

４．子会社に対する長期貸付金の金銭債権に対して貸倒引当金243百万円を計上しております。なお、当
事業年度において貸倒引当金繰入額172百万円を計上しております。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 872円01銭
１株当たり当期純利益 49円27銭

（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。当事業年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
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連結会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年2月14日

株式会社ジェイ・イー・ティ
取締役会 御中

ＡＣアーネスト監査法人
岡山県岡山市
代表社員
業務執行社員 公認会計士 今 岡 正 一

代表社員
業務執行社員 公認会計士 和 田 治 郎

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ジェイ・イー・ティの2024年1月1日から

2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社ジェイ・イー・ティ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年2月14日

株式会社ジェイ・イー・ティ
取締役会 御中

ＡＣアーネスト監査法人
岡山県岡山市
代表社員
業務執行社員 公認会計士 今 岡 正 一

代表社員
業務執行社員 公認会計士 和 田 治 郎

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ジェイ・イー・ティの2024年1月1日から

2024年12月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第16期事業年度における取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所について業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び
理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えま
した。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さ
ないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断
及びその理由については、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＡＣアーネスト監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＡＣアーネスト監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月14日

株式会社ジェイ・イー・ティ 監査役会

常勤監査役 今井 志郎

社外監査役 寺尾 耕治

社外監査役 山本 実治

以 上
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、事業環境の変化に対応できる財務の健全性維持や成長投資に必要な内部留保の充実

などを総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を実施していくこととし、連結配当性向20
％以上の配当金を支払うことを基本方針としております。本方針に基づき検討いたしました結
果、当期の期末配当につきましては、以下のとおり１株につき６円とさせていただきたいと存
じます。

期末配当に関する事項

1 株主に対する配当財産の割当てに
関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 ６円
総額 78,759,912円

2 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年３月27日
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第２号議案 取締役７名選任の件
本定時株主総会終結のときをもって、取締役7名全員が任期満了となります。つきましては、

任意の指名報酬委員会の決定に基づき、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。
任意の指名報酬委員会では、取締役会が全体として、知識・経験・能力のバランスが確保さ

れた構成となるよう、取締役候補者を選任しております。
なお社外取締役は「独立性を有する取締役の要件」を満たしております。
取締役候補者は、以下のとおりであります。

候補者
番 号 氏名 現在の当社における地位・担当

1 再任
ぼう の まさ ゆき

房野 正幸
代表取締役 CEO兼CTO
技術本部 本部長

2 再任
ひら い ひろ ゆき

平井 洋行
専務取締役
生産本部 本部長

3 再任
ます だ たかし

増田 隆
常務取締役
営業本部 本部長

4 新任
い とう さとし

伊藤 聡
執行役員 CFO兼CSO
経営管理本部 管掌

5 再任
た ぶち ひろ ひさ

田渕 裕久 取締役 社外取締役 独立役員

6 再任
おく だ てつ や

奥田 哲也 取締役 社外取締役 独立役員

7 新任
ふか お みのる

深尾 稔 −
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

１

房野 正幸
（1958年７月４日生）

2009年４月 当社設立 取締役
2012年３月 当社 常務取締役
2013年３月 当社 代表取締役社長
2025年１月 当社 代表取締役CEO兼CTO

兼 技術本部本部長（現任）

54,000株

〈取締役候補者とした理由〉
房野正幸氏は、2013年より代表取締役社長を務めております。その豊富な経験と見識から、任意

の指名報酬委員会は、今後も取締役としての職責を担えると判断し、引き続き取締役として選任をお
願いするものであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

２

平井 洋行
（1965年２月20日生）

2009年４月 当社設立 取締役
2013年３月 当社 常務取締役
2015年３月 当社 専務取締役
2024年１月 当社 専務取締役 生産本部 本部長（現

任）

40,800株

〈取締役候補者とした理由〉
平井洋行氏は、2015年より専務取締役を務めております。その豊富な経験と見識から、任意の指

名報酬委員会は、今後も取締役としての職責を担えると判断し、引き続き取締役として選任をお願い
するものであります。

2025年02月21日 12時14分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



― 56 ―

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

３

増田 隆
（1962年12月26日生）

2010年６月 当社 入社 太陽電池部長
2013年３月 当社 取締役
2015年３月 当社 常務取締役
2024年１月 当社 常務取締役 営業本部 本部長（現

任）

33,000株

〈取締役候補者とした理由〉
増田隆氏は、2015年より常務取締役を務めております。その豊富な経験と見識から、任意の指名

報酬委員会は、今後も取締役としての職責を担えると判断し、引き続き取締役として選任をお願いす
るものであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

４

伊藤 聡
（1967年10月26日生）

1988年３月 三協エンジニアリング株式会社（ＳＥＳ株
式会社に社名変更）入社

2009年５月 株式会社ＦＩＴ設立 代表取締役就任
2022年４月 当社 入社 経営企画室 担当部長
2024年１月 当社 経営統括本部 本部長
2024年４月 当社 執行役員 経営統括本部 本部長
2025年１月 当社 執行役員 CFO兼CSO

経営管理本部 管掌（現任）

100株

〈取締役候補者とした理由〉
伊藤聡氏は、半導体業界に長く携わっており、株式会社ＦＩＴを設立し代表取締役として歴任する

など、企業経営における幅広い経験と知見を有しております。任意の指名報酬委員会は、社内外での
豊富な経験や知識を生かし、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことがで
きると判断し、新たに取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

５

田渕 裕久
（1951年10月26日生）

1975年４月 株式会社広島銀行 入行
2006年２月 同行 監査部監査役
2006年10月 株式会社ライフネット難波 出向
2007年４月 同社 代表取締役社長
2007年10月 株式会社広島銀行 定年退職
2009年４月 カーツ株式会社 入社 顧問
2010年６月 同社 常勤監査役
2018年３月 当社 取締役（現任）

−

〈社外取締役候補者とした理由及び期待される役割〉
田渕裕久氏は、企業経営者として、また銀行員として豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観

的かつ公正な立場から経営の意思決定に参画していただくために、引き続き社外取締役として選任を
お願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、任意の指名報酬委員会の委員としても
当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。な
お、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

６

奥田 哲也
（1961年８月29日生）

1984年４月 岡山県庁 入庁
1993年４月 岡山弁護士会 登録
1997年４月 奥田法律事務所 設立（現任）
2006年４月 岡山弁護士会 副会長
2008年４月 岡山弁護士会広報委員会 委員長
2010年４月 岡山家庭裁判所 家事調停委員（現任）
2018年６月 株式会社トマト銀行 監査役（現任）
2020年４月 岡山家事調停協会 会長（現任）
2020年９月 当社 取締役（現任）

−

〈社外取締役候補者とした理由及び期待される役割〉
奥田哲也氏は、長年にわたる弁護士としての経験と他社の社外監査役の実績を有することから専門

知識と企業法務に関する豊富な知見を活かし客観的な立場から経営の意思決定に参画していただくた
めに、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、任
意の指名報酬委員会の委員としても当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立
場から関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結時をもって
４年６ヶ月となります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び、重要な兼職の状況 所有する当社

の株式数

７

深尾 稔
（1959年11月17日生）

1982年４月 太陽鉄工株式会社（現 株式会社TAIYO）入
社

2009年４月 同社 販売本部 営業企画部 部長
2011年４月 同社 プライシング推進室 室長
2013年４月 同社 執行役員 資財本部 本部長
2015年３月 同社 執行役員 空気圧機器本部 本部長
2018年３月 同社 上席執行役員 販売本部 本部長
2023年３月 同社 退職

−

〈社外取締役候補者とした理由及び期待される役割〉
深尾稔氏は、長年にわたるメーカーでの経験と豊富な知見を活かし客観的な立場から経営の意思決

定に参画していただくために、任意の指名報酬委員会は、社内外での豊富な経験や知識を生かし、当
社の経営に高い監督をはたすために十分であると判断し、新たに取締役候補者としました。また、同
氏が選任された場合は、任意の指名報酬委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。上記の理由により、社外取締役として、その
職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．田渕裕久氏、奥田哲也氏及び深尾稔氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、田渕裕久氏及び奥田哲也氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第

１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、両氏の再任が承認された場合は、本契約を継続する予定であります。また、深尾稔氏が選
任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定
める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定
であります。

4．当社は、田渕裕久氏及び奥田哲也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、
両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、深尾稔氏につきま
しても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合
には、独立役員として届け出る予定であります。

５．当社は、役員等賠償責任保険契約（会社法第430条の３第１項に規定する内容の保険契約）を保険会
社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担す
ることになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。各
候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契
約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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（ご参考）取締役及び監査役のスキルマトリックス
第２号議案が原案どおり可決されますと、当社の役員構成、その有する主な経験・専門性は、次のと
おりとなります。

事業経営 グローバル 営 業 生産・開発 財務・会計 コーポレート ガバナンス

重任 代表取締役 房 野 正 幸 ○ ○ ○ ○ ○ ○

重任 専務取締役 平 井 洋 行 ○ ○ ○ ○

重任 常務取締役 増 田 隆 ○ ○ ○ ○

重任 社外取締役 田 渕 裕 久 ○ ○ ○

重任 社外取締役 奥 田 哲 也 ○ ○ ○

− 監 査 役 今 井 志 郎 ○ ○ ○

− 社外監査役 寺 尾 耕 治 ○ ○ ○

− 社外監査役 山 本 実 治 ○ ○ ○

新任 取 締 役 伊 藤 聡 ○ ○ ○ ○ ○

新任 社外取締役 深 尾 稔 ○ ○ ○

スキル選定の理由

選定スキル 選 定 の 理 由

事業経営 VUCAの時代、クレドの精神にある「第一歩」を踏み出すためには、取締役自身の経営トッ
プとしての経験が必要であると考えています。

グローバル 現在の売上の90％以上が海外に占めており、グローバルでの成長・活動のため、適切に助
言・執行監督ができる経験が必要であると考えています。

営業 海外のみならず、国内への事業領域の展開において、クレドにある「お客様の立場で考え
る」営業経験・知見が必要であると考えています。

生産・開発 最新の生産技術動向や環境にやさしい革新的な開発を創出していくことで、お客様のニーズ
に対応するため経験・知見が必要であると考えています。

財務・会計 財務報告の信頼性を確保し、適切な資本配分に基づき事業を持続的に運営していく必要性が
あるため、財務・会計にかかる経験・知識が必要であると考えています。

コーポレート 複雑・多様化する市場環境において、ビジネスの成長機会としてコーポレート部門全体で、
リスクに予防的に対応するため、専門的知見や経験が必要であると考えます。

ガバナンス 様々なステークホルダーとの信頼関係を築くためにも、健全な企業経営を行ううえで大切な
ため、経験・知見が必要であると考えています。
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第３号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるACアーネスト監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了によ

り退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
また、監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、沿革、

監査実績、監査における独立性と高い品質管理体制及び、グローバルな監査体制を有している
ことから当社の会計監査人として適任であると判断しました。さらに、同監査法人のグローバ
ルな視点での監査により当社グループ全体のガバナンス体制のさらなる強化についても寄与す
ることが期待できるものと考えております。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 EY新日本有限責任監査法人 （2024年３月31日現在）

事務所
主たる事務所 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
その他の事務所 札幌、仙台、福島、新潟、富山、金沢、松本、静岡、浜松、名古屋、大阪、

広島、高松、福岡、那覇

沿 革

2000年４月 太田昭和監査法人（1967年１月に設立された監査法人太田昭三事務所と
1969年12月に設立された昭和監査法人の合併により1985年10月に設立）
とセンチュリー監査法人（1986年１月に設立）が合併し監査法人太田昭和セ
ンチュリーを設立

2001年７月 法人名称を監査法人太田昭和センチュリーから新日本監査法人に変更
2008年７月 有限責任監査法人に移行し、法人名称を新日本監査法人から新日本有限責任

監査法人に変更
2018年７月 法人名称を新日本有限責任監査法人からEY新日本有限責任監査法人に変更

概 要

資 本 金 1,158百万円
構成人員 社員（公認会計士） 552名

（その他） 12名
職員（公認会計士） 2,521名

（公認会計士試験合格者等） 1,197名
（その他） 1,571名

合計 5,853名
関与会社 3,780社
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第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会の終結時をもって任期満了に伴い退任されます取締役問田宗寿、社外取締役小野保の

２氏に対して、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内
で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、問田宗寿氏に
ついては取締役会に、小野保氏については、取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間
分は監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。
なお、金額の算定にあたり、当社では「役員退職慰労金支給規程」を定めており、この規程

につきましては、会社法施行規則第82条第2項に基づき、当社本店に備え置いて株主のみなさ
まの閲覧に供しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

問田 宗寿 2018年３月 当社取締役
（現在に至る）

小野 保
2013年３月 当社社外監査役
2020年９月 当社社外取締役

（現在に至る）

以 上
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